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令和元年度まちかどミーティング会議録 

開催日 令和元年１０月２９日（火） 

地 区 大成町・光洋町地区 

会 場 西町総合福祉会館 

＜意見交換＞ 

○司会 それでは、意見交換の時間に移らせていただきます。 

    あらかじめお配りをしております町内会からの要望事項も、この意見交換の場で併せて行いま

すので、よろしくお願いいたします。最大８時をめどに進めていきたいと思いますので、どうぞ

よろしくお願いいたします。 

    なお、町内全体に関わらない個人的な要望、苦情等につきましては、本日、市の職員が来てお

りますので、まちかどミーティング終了後に直接担当のほうにお聞きいただければと思いますの

で、御了承いただきたいと思います。 

    御発言の際には、マイクをお持ちいたしますので、町名、お名前を述べてから、簡潔に発言を

お願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

    それでは、市政に期待すること、日頃、お気付きの点等ありましたら、お聞きしたいと思いま

す。どなたか、いらっしゃいますでしょうか。 

◆市民 いいですか。この件、この件です。この紙の件です。 

○司会 はい、その件でも結構です。 

◆市民 別の件でもいいんですか。 

○司会 別の件でもいいです。事前に提出された要望でもいいです。それも含めてなので、日頃、お気

付きの点も併せてお聞きいただければと思います。 

◆市民 光洋町町内会の・・・と申します。この場、借りまして、一応会館のことに関しまして、ちょ

っとお願い事項等を申したいと思います。 

    私たちの会館は、昭和５３年に建った古い建物でございます。ということで、５２年に土地の

賃借、建物の寄附をしまして、５３年１１月３０日に当時の大泉市長と契約を結んでおります。

その他いろいろ市の建物に関して、いろいろ文言がいろいろ付いてます。 

 それは別としまして、７月１９日の日に、七区総合福祉会館において地域ブロック会議が行わ

れました。その会議のテーマの中では、市の助成制度、市の青少年委員、各地区の課題の３つの

中で、各地区課題に関して町内会館の維持管理の負担についてということで、ある町内会から出

ました。その中で、地域の会員数の減少、これはどこの地区もそうだと思うんですけど、減少が

進んでおります。特に光洋町に関しましては、市の住宅問題がありまして、線路縁の市の住宅、

あと日吉の、その、線路縁の住宅に関しては、新規募集はしないと。現状、なくなった段階で減

っていきますということで、５０から１００名の世帯はなくなっていきます。一応、今、光洋町

は９５０世帯ぐらいあるんですけど、会員数が４８０ぐらいですか。そんな中で５０も減ってし
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まうと、本当に大変な状況になってくるという状況があります。その中で、市に負担は可能、町

内会館を市の少し負担をしてくれないかという意見が出ました。当然、市のほうでは負担できな

いというのが当然だと思いますけど、会館に関しては、管理人を入れれば１００万、必ず超えま

す。入れなくても、５０万から１００万の間は、黙っててもかかります。市も財政負担かもしれ

ませんけど、町内会もこういう会員の会費、あと、市からの助成金、補助金はありますけど、到

底、やっていける状態ではなくなってきております。その中で、改修、改築するというのも非常

に難しいような状態です。そんな中で、改築にしても、１，０００万ぐらいかかるような規模に

なってくると、やっぱり５００万、最低、町内会で必要です。そして、市のほうであと５００万、

最大、補助をもらって、１，０００万ぐらいの補助は作れると思うんですけど、この５００万を

持ってる地区が町内会でどのぐらいあるのかなという現状を私は聞きたいなというふうに思う。

半分以上あるんであれば、それは私たちの地域の集め方が悪いのかなという状況もありますけど、

それほど持ってる地区はないんじゃないかなと。規模等、あと、会員の、苫小牧市の会社関係で

あれば、寄附も可能ではありましょうが、まるっきり会社関係ないよ、とかいう地区もあります。

そのための会館管理をするためには、本当に多大な負担もかかります。 

    そして、あと、補助金に関しても、今、総人口割の倍数で３００円掛ける人員数になってお

ります。少ない地区も、当然ながら、その３００円掛ける人数です。そして、一律にもらえる活

動組織基準額、これは２万円なんですよね。大きくても小さくても、２万円なんですよ。大きい

ところは補助金、それ、３００円が人数分入ってますけど、少ないところは２万円のままなんで

すよ。これを少し負担増を、少ない地区に関して５００人以下とか、１，０００人以下の人数の

世帯で負担を少ししてもらえないかなということを思ってます。 

    それで、青少年もそうなんですよね。高齢者が増えれば、当然ながら、子供数も少なくなっ

てますけど、１人、２人と必ず子供数はいますけど、やっぱりそういう面は、お祭りとかなんか

というのは必ず出てきます。負担増にはなってくると思いますよね、少ない金額でも。そういう

ことで、補助金の出し方についても少し、少ないところには、格差社会でないですけど、少し手

厚い保護をしてもらえればいいかなと思います。補助金に対しては、そういうふうに思ってます。 

    あと、負担金なんですよね。もらってる額も大きいですけど、負担金を、小さいところから

いえば、出すのが大きい額になってきます。その一律で出てる、また市のほうで、いろいろと売

っているのかもしれませんけど、港まつりの協賛金、スケートまつりの協賛金と、これ、大体、

一律でないかと思うんですよね。大きいところも小さいところも、それであれば、不公平が大き

いんじゃないかなと。ただ、小さいところは、もっと減らしてもらうなり、大きいところから少

し取ってもらうなり、そういうことで平均、バランスというんですかね、とってもらえればいい

のかなと思っております。 

 ということで、町内会館の維持管理、お金のため方というのも町内会だけに任せるんじゃなく

て、本来であれば、私がこの場で申し上げるものではないかなと。一会員が、会館のことだし、

それほど心配なければ、別に役員にならないであれば、何も会館のこと、どうなろうと関係ない

よということだと思いますけど、一役員として会館維持管理する立場上、やっぱりお金をいかに
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ためていくか。それは、やっぱり市のほうにも少し助言をしてもらいながら、やっぱり幾らこっ

ちでためようと思っても、一役員のほうから、そんなにためる必要ないよと言われれば、ためな

くても済んでしまうな。行事やってる以上は、やっぱり必要以上は使っておられます。敬老会に

しても、縮小しようかなと思っても、やっぱりこれは出してほしいと。そしたら、やっぱり２７

万しかもらってないのに、３５万、４０万、町内会から別に出すよという、間違いなく負担あり

ます。これがもっと減れば、今の１，０００円からもっと減ってしまえば、考えはまた変わるで

しょうが、１，０００円以上出てるんであれば、やっぱり多少なりは。 

いや、もう終わります、終わります。はい、終わります。ということで、少しお願いしたいな

と思ってますので、そこのところ、よろしくお願いいたします。申しわけありませんでした。 

◎市民生活課長 お世話になっております。町内会を担当しております市民生活課の野水と申します。 

    今、光洋町の・・・さんからいただいた、確かにブロック会議、そういう中で、町内会館の

維持管理、特に光洋町の町内会館につきましては、老朽化が激しいという形で、昨年、一昨年も

改修工事を実施されている会館でございますので、維持していく部分で御苦労なさっているとい

うようなお話をいただいておりますけれども、ちょっと順不同になって申しわけない、お許しを

いただきたいと思いますが。 

まず、各町内会さんの財源がどのくらいためられていらっしゃるのかというような部分につ

きましては、申しわけございません、私ども、年度当初に活動助成金の中で決算書等をいただい

ておりますけれども、逐一、ちょっと各町内会さんの財源が幾らになってるかというようなとこ

ろは、今、持ち合わせておりませんので、そこについては御勘弁いただきたいと思います。 

ただ、会館の改修という部分では、これは光洋さんだけでなくて、今、全市的、各町内会さん

でやはり会館等が老朽化をしてきて、改修をしなければいけない。維持管理に苦労しているとい

うような御相談というのは、数多くいただいております。ですから、ここについては、今、私ど

も、町内会の在り方というような部分、ブロック会議等でも御意見をいただきながら、いろいろ

と御相談をさせていただいて、各町内会がしっかりと町内会館を一つ一つ現状の中で御苦労され

る中で維持をしていくことが望ましいのか、若しくは、また、地域の中で連携を図っていって、

有効な使い方ができるような施設としていく検討をしていく必要もあるのかというようなとこ

ろを各地域さんと意見交換させていただきたいなと思っておりますので、何とかそういうところ

でまた時間をとらせていただきたいと思うので、御理解をお願いをしたいと思います。 

あと、町内会の助成という部分でございますけれども、これにつきましては、町内会の大きい、

小さい、そこの中での差を付けていくという部分については、申しわけございませんが、現時点

では想定をしてございません。特に活動助成金につきましては、今年度、わずかですけれども、

１世帯３２０円にという形で、若干ですけれども、負担金の額を増額をさせていただいておりま

す。ですから、その中で、本当に失礼な言い方かもしれませんが、やはり、各町内会さん、町内

会員の減少という部分も大きな問題ですけれども、その中でいかに町内会として無理のない中で

必要な、可能な行事を皆さんでやっていけるか。そういうふうなところもやはり町内会さんの中

で、昔ながらのものを継続していく。そのために御苦労をなさる。それであれば、そこの中で一
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回見直しを図っていただく。そういうような検討もお願いをしていきたいと。 

そして、そういうような部分で御相談をいただければ、一緒になってお話をさせていただきま

すし、ほかの町内会で有効な取組を実施しているような部分があれば、御紹介等もさせていただ

きたいと思いますので、何なりと御相談いただければと思いますので、明快な答えになっており

ませんが、そういうことで御理解いただきたいと思います。よろしくお願いをいたします。 

○司会 ほかに。どうぞ。 

◆市民 大成公住町内会の・・・と申します。 

 町内会からの要望事項、これ１ページに私たち公住町内会の要望事項を書いてございます。と

いうのは、平成３０年の６月から３年間にわたって、居住者の一般募集停止、そういうことにな

ってございます。それで、今現在ですね、私の棟、はなしょうぶ１棟、この棟は３分の２がもう

高齢者。その高齢者の今現在、１３５世帯ですか、会議室が１室ございますのでね。その２０世

帯のうち、死亡した人、この１年間ちょっとで１１名。それで、男の方が９名、女の方が２名。

それで、転居された方が、転出された方が９戸。それで、２０戸なんですよ。この１年間でです。

あと２年間、これからそういう年のとった人がばたばたお亡くなりになったら、私たちの自治会

も町内会もなっていきません。 

 ここに書いてある、反映区分Ｃってなってますよね。反映区分Ｃというのは、できないという

ことを書いてございます。だけれども、おたくたちの住宅管理課から一般停止を、停止しますよ、

募集は停止しますよ。そうやって勝手に言われてね、私たちが、それじゃあ、その穴埋めどうな

んだといったら、ここに書いてあるとおり、共益費の電気料だけは見ます。その電気料が、私、

計算したら、１か月１世帯どのぐらいだと思います、皆さん。５６０円ぐらいなんですよ。そう

いうことで、私の自治会というのは、共益費１，０００円、いただいてます。この１，０００円

というのは、昭和５４年に竣工して、建ってから、共益費１，０００円は変わっておりません。

何でかというと、建って二、三年中に１８０万ぐらいの共益費が１７０万、北電に支払ってるん

ですよ。 

 それから、私たちがもう節電、節電、節電、そういうことで、２９年に水のくみ上げ、それか

ら、エレベーター、この動力の２００ボルトのやつを電子ブレーカーって、業者に頼んで、３４

キロワットのあれを２２キロワット、それに変えたんです。そうすると、１か月、基本料金が１

万４，０００円ちょっと違うんですよ。それと、廊下の電気、階段の電気、ピロティの電気、こ

の電気が従量電灯のＣということで１ワット３３円３７銭、これが１ワット。それで、えらい金

額になってたんで、これをｅタイム３システムに変えて、時間的に安くなるような、そういうよ

うな状態があるんです。ということは、１０時から朝の８時まで、１キロワット１４円ちょっと

ですから。ただ、高いのもあります。１時から晩の６時まで、５時間は３９円何ぼ。それでも、

通算しますとね、１か月１万１，０００何ぼ安くなるんですよ。それで、この市役所から言われ

た電気料だけの助成っていいますかね、誠にね、これじゃあ、どうもならない。本当に自治会活

動も町内活動もなっていかないですよ。だから、この中にもお願いしておりますけれども、精査

して、助成していただきたいということでお願いをするわけです。 
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 それで、最後に一つ。例えば死亡した人、その部屋がひとり住まいですから、その人が死んだ

ら、周りの親戚だとか兄弟だとか、その人たちが部屋を片づけに来ますよね。自治会、町内会は、

死んだということになったら、そこから、その部屋はもう空き家だよというふうに感じるんです。

ところが、市役所さんのほうでは、部屋が全部片づいて、そういうことでなければ、空いた部屋

とは認めない。その間、１か月、２か月ブランクがあるわけです。そういうようなことも含めて

お聞きしたいのは、何で亡くなった時点で、葬儀が終わってということになりますけれども、そ

の部屋がすっかり片付くまで空き部屋にならないんだと、そういうことをどうしてなのかなと。

その間、私たちは自治会費も何ももらえないわけですよ。そういうようなことをちょっとお聞き

したいということです。以上です。 

◎住宅課長 住宅課の深藪と申します。よろしくお願いいたします。 

    日頃から市営住宅の運営に対して御協力をいただいてることについて、この場を借りてお礼申

し上げたいと思います。 

    今、・・・さんのほうからお話あったように、各自治会の中で、その運営に御苦労されてると

いう実態については認識をしておりますし、敬意を表したいというふうに思います。また、先ほ

ど御紹介ありましたように、活動の中で電気代等の節約や、いろんな面で活動に対して御尽力い

ただいてるということについては、もう、認識をしております。 

    市からの助成というか、負担ということについては、御紹介あったように、現在では個人負担

となる電気料の空き家分、それと、排水清掃の部分の空き家分については市の負担で、自治会さ

んのほうに負担をさせていただいているという状況でございますけれども、活動経費といいます

か、先ほどの町内会費、自治会費の部分については、そこまで現段階では負担をできないという

ことでなっております。市営住宅、今、整備計画という、建てかえだとかがあって、市内各地、

こういった政策空き家があって、各自治会それぞれにですね、こういった負担をさせていただい

てるんですけども、なかなか自治会活動経費というところまで負担ができないというところが実

態でございますので。ただ、この電気料、排水の清掃料については、このまま継続をさせていた

だきたいなと思っておりますので、何とぞ御理解をいただきたいというふうに思います。 

それと、空き家のほうの認定なんですけども、確かにお亡くなりになって、自治会費や、そう

いったものは自治会さんのほうにお支払いできないんですけども、私ども、退居するまでお家賃

をいただいて、そこに亡くなった後も、通常であれば、四十九日ぐらいまでは、そこで物を整理

する期間だとかがございますので、その間についてはですね、退居届が出るまで私どもとしては

入居の扱いという形で採らさせていただいておりますので、そういったことを御理解いただきた

いと思います。ちょっと負担の分については、ちょっと現行のほうを御理解いただくということ

で、よろしくお願いしたいと思います。以上です。 

◆市民 済みません、まだまだ質問があるんですけれども、今度、お伺いして、ゆっくりお話ししたい

と思いますので、よろしくお願いします。 

○司会 ありがとうございます。 

    ほかにどなたか。隣の方。 
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◆市民 座っていてもいいですか。 

○司会 座ったままで結構です。 

◆市民 大成町の公住町内会の・・・と申します。 

    私のほうからは、ちょっと２つぐらいお願いがございます。 

    今、当然、・・・もおっしゃったとおり、この電気料金のことなんですが、これは前から私ど

も町内会から役所にお願いしてるのは、各棟のＬＥＤの促進をしてほしいと。その中で、電気料

金がもう少し安くなるんではないかと。このようなことも前回からお願いしてありますが、大体

年間、私どもの町内会、各自治会は大体１２０万ぐらい年間かかります。ＬＥＤにすると、２０

万から３０万、年間変わってくるんではないかなと。今、・・・さんがおっしゃったとおり、そ

ういうところはＬＥＤを早急に付けていただくというような物事が起きれば、そういうところも

解決されるんではないかなと、このように思います。 

    もう一つは、私どもの町内会、各自治会が８つそろってます。この中では、パイプ掃除を３年

に１回しなきゃならないんです。そのパイプ掃除をするのに、今までは四千五、六百円ぐらいで

できたものが、最近、業者の方が７，０００円から８，０００円でなきゃできないよと、こうい

う金額が出てきました。この７，０００円、８，０００円という金額が、各自治会１軒ずつが負

担をするということです。これは、私ども、先ほど・・・さんがおっしゃったとおり、大体、御

老人の方が８０％ぐらいいらっしゃいます。この中で、パイプ掃除金を取るということは、これ

は不可能に近いんじゃないかなと。こういうところに達しています。 

    もう一つは、これをやってくれる業者がいない。このパイプ掃除をするということになると、

古い建物ですから、縦のパイプ、鉄パイプですね。それから、横のパイプも鉄パイプになってる

もんですから、高圧洗浄をかけるということになると、破裂するわけですよ。破裂するという、

そのことがあるんで、やりたくない業者がいっぱいいらっしゃって、苫小牧にいる３社か４社の

業者は全く手を付けたくないという現実が今あります。で、七、八千円というその金額が出た、

そのやりたくない業者なんですが、この業者に頼んでもらちが明かないということで、私ども、

地方の業者を一応ちょっと探してみました。そうすると、五、六千円ではできるよという話には

なったんですが、その建物の年数がもう経ってるもんですから、材質何だいって聞かれると、い

や、鉄パイプですよって。あっ、うちはそういうのは手つけられないと。保険の中では、もうそ

れを処理できないと、こういう現状が今、私どもの町内会にあるんです。これも役所のほうでど

うして相談乗っていただけるか。で、もう皆さん、各自治会、パイプ掃除の年月が迫ってます。

このところを少しちょっと聞かせていただきたいなと思います。よろしくどうぞお願いします。 

○司会 それでは、御対応お願いします。 

◎住宅課長 今、・・・のほうからいただいた２点について、お答えさせていただきたいと思います。 

 まず、ＬＥＤの関係ですけども、毎回こういった御質問いただいております。ＬＥＤ化すると

いうことは、電気料の節約につながるというのは、もう十分、分かっておりまして、しかし、高

層住宅１棟をやるには大規模な改修というのが必要で、今現在、一つずつ、ことしは大成町の１

９１、大成町の１４の４という形で毎年１棟なり、２棟を順次改修する中でＬＥＤ化を進めてい
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くということで、これが継続することで、大成町の公住の中がＬＥＤ化になっていくのかなと。

もう少し時間をいただければ、一回りするような形で進めてまいりますので、是非、御理解をい

ただきたいと思います。 

    それともう一つ、パイプ洗浄、洗浄の関係なんですけども、・・・、今、お話あったとおり、

洗浄料の値上げの問題、そして、老朽化による技術的なことで業者さんがちょっと困っていると

いう状態についても、現状についてはお聞きしておりますし、具体的にそういったお話を聞いて、

私どもも市内の業者さんと札幌の業者さんにもお話を聞いて、今後どうするかというのは、今、

検討してるところでございますし、今、・・・がお話になったように、次、３年に１回なり、４

年に１回ということなんで、順繰り、その棟によって違うんですけども、次回に向けていい結果

が出るように、今後ともみなさんとお話をしながら進めてまいりたいと思いますので、ちょっと

推移を見ていただきたいなというふうに思います。よろしくお願いいたします。 

◆市民 現実にせっぱ詰まってるというか、各自治会はもうせっぱ詰まってるんで、そういうパイプの

ことだけでもちょっと早目に、早目に私のほうに意見下さい。よろしくどうぞ。 

◎住宅課長 至急、ある程度検討してですね、結論出るように検討させていただきますので、よろしく

お願いいたします。 

◆市民 よろしくお願いいたします。 

○司会 ほかにどなたかいらっしゃいますでしょうか。御質問、御意見等ございましたら、お受けした

いと思いますが。いかがでしょうか。 

 特に御質問等なければ、ちょっとまだ時間早いんですけれども、終了とさせていただきたいと

思いますが、いかがですか、まだ３０分ぐらいの時間ですけれども。はい、どうぞ。 

◆市民 西町親交会の・・・といいます。よろしくお願いいたします。 

    僕、毎度、毎年というか、このことを一つ聞いているんですが、第１点目は、ごみの戸別収集

のことについて、去年もお聞きしました。そしたら、２年間かかって、去年、いわゆる今年度ま

でなのかな、検討期間であるというような回答をもらって、そして、あるとき新聞を見ていたら、

この先、あんまりこれが継続でなくて、広がっていくという傾向にはなかなかなりにくいんだと

いうような新聞の記事を見ました。それで、そのことが、要するに、今後、ごみの戸別収集がど

のようになっていくのかなということを、しつこいけれども、お聞きしたいなということが第１

点目です。 

    それから、第２点目は、ＩＲについてちょっとお聞きしたいなと思うんですが、きのう、午後

の、それも夜中の１０時３５分ぐらいまで、僕もインターネットを見て、見て聞いてたっていっ

たらおかしいけれども、いろいろ考えたときに、あれ、このままで終わっていいのかな。何がど

ういうふうにして、どうなったのかなということが、何かすとんと落ちないということは何なの

かなということを考えたときに、本当に市民の皆さんがあのことをどう考えているのかというこ

とがきちんと把握できるということは難しいんだろうけれども、もう少し何らかの形で把握する

という手だてはないのかなと。だから、この先、あれがどういうふうに進んでいくのかなという

ふうに思ったときに、非常に何かすとんと落ちないものがあるということが正直なところです。 
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    それから、よく、ＩＲの問題では、賭博とかなんとかというような、そこの部分がよく出てく

るんですが、僕は自分の仕事がそうであったということがあるかもしれませんけれども、子供に、

子供の幸せどうのこうのというよりも、子供に話したときに、子供がそのことがきちんと納得で

きる、分かったということはきっと正しいことなんだろうなというようなことを考えたときに、

要するに、賭博というか、そういうものを進めていくということは、本当に子供たちも納得でき

ることなのかなって考えたときに、その辺もちょっと疑問に思うなというようなことで、何かも

のすごく一生懸命やってくれてるなって、議会もね、思いながらも、何かすとんと落ちないなと

いうところがあって、すとんと落ちないもんだから、僕の話もすとんと落ちないと思うんだけど

も、その後、今後、どのような進め方でいこうとしているのかなということをちょっとお聞きし

たいと、そういう２点でございます。 

◎市長 ＩＲの話からしますけれども、きのう、決議したのはですね、１つは、市のほうで補正予算を

出させていただきました。これは、市が掲げてる植苗地区の国際リゾート構想、この中にはＩＲ

候補地と、ＭＡプラットフォームという会社がもう既に土地持ってるんですが、そこの開発計画

が１０月９日に正式に公表されました。それを前後して、市民の皆さんから環境への悪影響があ

るんではないか。美々川水系、あるいは動植物、熊の問題がよく出るんですが、あるいはウトナ

イの水位が下がるんではないか。過去にもずっと言われてきた問題であります。これを懸念する

声がありましたんで、我々、今までさまざまなデータ収集とか、市役所として知見は持っていま

すけれども、市民の皆さんにしっかり説明責任を果たすためには、やはり第三者的な専門家に発

注をして、意見をもらう。我々の意見として持っておく必要があるということで、きのう、お諮

りをし、可決いただきました。 

    ちょっとずっと話すると、すごく長くなっちゃうんですけど、やはり私自身はこのまちに生ま

れ、このまちに育って、このまちに骨を埋めますが、やはり、この５年間の人口減少、特に生産

年齢人口の減少が非常に大きくなっている現状に対して、非常にこれから人口減らないまち、あ

るいは人口減っても食べていけるまちを創っていかないと、大変なことになるという、大変、大

きな危機感を持っています。その解決策の一つとして、やはり良質な雇用をどれだけ持てるのか

ということが苫小牧にとって大変重要なことである。涼しい北海道で新しいチャレンジをしたい

という、関東圏、あるいは関西圏から若い人たちが魅力ある雇用の場をどれだけ持てるのかとい

うことがチャレンジになってきます。 

    御案内のように、苫小牧は、僕らの世代でもはっきり分かってるんですが、空知の炭鉱が閉山

になって、たくさんの人たちが苫小牧に入ってくれて、港づくりを支えてくれて、今日の苫小牧

があるわけでございます。昔から、若い人はどんどんどんどん道外に流出していました。特に観

光分野は、ほとんど地元に雇用の機会がなかったもんですから、どんどん外に出ていった。しか

し、それを上回る若い人たちが入ってきたから、このまちで流出についてあんまり話題にならな

かったという経過があります。 

    しかし、５年前から人口減少、自然減が今まだ３桁ですけれども、どんどんどんどんこれが大

きくなっていく。人口が減るということは市税が減るということでありますから、市民サービス
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にも影響してくる。これを何とか食いとめなければならない。その手段の一つとして、臨空ゾー

ン、新千歳空港の南側３分の１は苫小牧の行政区域です。 

    で、この臨空、それから臨海、日本で４番目の取扱貨物量を誇る苫小牧港を持っています。で、

伝統的にものづくり、この３つをこれからの成長戦略にして、いろいろチャレンジしたい。その

チャレンジテーマの一つが統合型リゾートであります。ただ、どうしてもＩＲイコールカジノと

いう看板が、黄色い看板がまちの中にたくさんある。全体の面積の３％以下という日本の法律が

あります。私自身は、海外のお客さんを対象にして、だって、日本人は１回６，０００円払うん

ですよ。リピーターになりますか。中には１回行ってみようかって、行く人いるかもしれません

が、こんなのは、もう６，０００円払って行くような人はそんなに生まれないと思います。 

    もう一つは、ＩＲは、だけど、７割はカジノの収益でもっているんじゃないかって言いますけ

ど、これはＶＩＰルームです。ＶＩＰルームで稼いでいるんですが、普通の人は入れないんです。

特別な許可が要るんですね。ですから、僕はそんなに心配していません。３％以下だったら、１

つのところに行っても、どこにあるのって。現実にＩＲがゼロからスタートしたのがシンガポー

ルです。セントーサとマリーナベイ・サンズという２つのＩＲがありますが、セントーサ行って

も、皆さん行っても、カジノがどこにあるか分からないと思います。３％以下というのは、そう

いうぐらいのところです。 

    是非、御心配なく見ていていただきたいと思いますし、例えばパチンコとか、あるいは４つの

公営ギャンブルがありますが、今、日本にいるギャンブル依存症の約７割がパチンコと言われて

います。しかし、政治の場でこれを規制することがなかったのは、今まで法律がなかったからな

んです。昨年の７月、ギャンブル依存症対策法案というのが、法律ができました。国、都道府県、

行政、市が一緒になって、悩める人、あるいは悩める家族を、もうこれ以上、増やさないための

法律ができたんです。私は、これもＩＲ効果だって言ってんです。ＩＲの問題がなければ、この

法律ができなかったんです。政治の場で問題になんなかったのは、法律がなかったからなんです。 

    で、昨年の７月、このギャンブル依存症対策法案ができたことによって、我々も責務を負いま

す、市も、あるいは都道府県も、国も。そのことでしっかりとですね。もう悩める人を増やさな

い。既に悩んでいる人をいかに社会復帰させていくのか、あるいは治療させていくのかという具

体的な取組が始まります。ようやく日本も普通の国になりました、そういう意味では。今までが

不思議だったんです。だって、パチンコ屋さんで、ギャンブル依存症の７割はパチンコだって言

っていながらですよ、何の対策も打てなかったという不思議な国でもありました。しかし、昨年

の７月、法律ができたことによって、これ良質な雇用の場を作って、できれば地元で、地元の近

くでやはり自分の人生の仕事をチャレンジをしてですね、親の近くで住んでいく。そういうよう

なまちづくりをしていくためには、どうしても雇用の場が必要だという観点で取り組んでいるテ

ーマでありますので、そんな変なものは作りませんので、是非、信頼をして、統合型リゾートの

歩みを見ていただきたい。まだ知事が判断していませんので、日本の法律で都道府県と政令指定

都市しか国にオファーができないんです。苫小牧市が幾ら決議しても、苫小牧市が申請できない

んです。 
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    もう一つは、ＩＲ整備法という法律で、本当の議会の質疑はまだこれからなんです。きのうは

たまたま市議会の意思を、今まで何もなかったので、市議会のＩＲについての意思を昨日は諮っ

て、賛成多数で市議会として誘致について道と市にちゃんとやってですね、急ぎなさいというこ

とで決議をしてくれた。本当の決議は、ＩＲ整備法に伴う道議会と市議会の決議は年明けになり

ます、知事が表明することを前提ですけど。だから、まだまだこれからでありますし、市民の皆

さんになぜ説明責任が果たせないかというと、まだ決まってもいないし、どういう業者がどうい

う事業をやろうとするのかというのもこれからなんです。だから、我々、これから決まったとし

ても、５年、１０年かけてですね、苫小牧ＩＲの実際の内容については、決まった後のほうが説

明責任が我々に重くのしかかってくるというふうに考えていますので、そこは是非、心配をしな

いでください。 

    ちなみに、地元の植苗連合町内会はですね、植苗、美沢地区の町内会は非常に歓迎すると言っ

ていただいておりますので、地元はですね、その環境へのチェックをちゃんとすれとは言われて

いますけれども、非常に歓迎していただいてますので、そのことだけ知っておいていただきたい

と思います。 

◎ゼロごみ推進課長 環境衛生部ゼロごみ推進課の倉持と申します。よろしくお願いします。 

    私のほうからは、前段にございました戸別収集の話について回答させていただきたいと思いま

す。 

 まず、戸別収集については、おっしゃるように、２年間の検証期間を経て、今に至っていると

いう状態です。この２年間の検証期間の中で出した結論というのが、我々としてメリットとデメ

リット、両方あったという形です。まず、メリットとしては、不適正な排出が著しく減っている。

それから、ごみが減量されているというようなメリットがございました。それに対してデメリッ

トのほうなんですけれども、これは作業員の負担、それが大きく増えている。まちかどミーティ

ング、このまちかどミーティングの中でも、作業員が走っているというようなことをいろいろ御

指摘を去年も受けてたと思います。それから、やっぱり多くの家を回る形になりますので、費用

が非常にかかる。この２つがあります。それで、検証期間を経て、我々が今、出している結論と

いうのがちょっと宙ぶらりんな形ということになっていて、それで、御質問をいただいてるとい

うふうに思っていますけれども。まだ、我々としては、検証期間は終わったんですけれども、い

かにこれを全市に広げるか。これは私個人の考えではなくて、部の考え方なんですけども、環境

衛生部の考え方なんですけども、戸別収集については広げていきたいというふうに思っています。

ただ、これ、選挙で選ばれた議員さんの中でも反対してる方もいれば、賛成している方もいらっ

しゃる。これが現状です。今の形で戸別収集を全市に広げるということは、財政的な面でも、そ

れから、人員的な面でも難しい、無理があるというふうに思っています。 

    我々はこれから何をしなければいけないかという部分なんですけれども、いかにして効率的に

この戸別収集が実施できるか、それを考えていかなければいけないというふうに今の時点では思

ってます。例えばこれは本当に、例えばの話です。昔は、大昔はリヤカーにごみを載せて集めて

いた、そういう時代もあった。例えばその中からヒントが得られないかどうか、そういったよう
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なこと。あと、それから、協力してくれる団体さん、そこと一緒に戸別収集をもっと簡略にでき

るようなことができないか。そういったようなのを今、考えている最中です。よく市長がおっし

ゃるんですけれども、当初、戸別収集をやれというふうに言われたときに、原課として大反対を

しました。なんですけれども、今は戸別収集、先ほど、試行したメリットというのがもう目に見

えて見えてますので、我々としては戸別収集を広げたい。なんですけれども、さまざまな問題が

ある。お金の問題、人の問題、それから、やり方の問題がある。こういうのを今、何とかして広

げたいというふうに今考えている最中でございますので、大変申しわけありません。もう少しお

時間をいただきたいというふうに思っております。以上です。 

○司会 ほかにどなたかいらっしゃいますでしょうか。 

    なければですね、これで終了したいと思いますが、もし、個別に御質問等ありましたら、終了

後に担当のほうにおつなぎをいたしますので、お申し出いただきたいと思います。よろしくお願

いいたします。 

    では、終了に当たりまして、市長から挨拶を申し上げます。 

◎市長 それでは、御熱心な御意見、御質問をいただきましてありがとうございました。 

    ちょっとこういう場で言いづらいんだけど、本当は聞きたいことあるという、たくさん本当に

担当職員がいますので、遠慮なくですね、終わった後、これどうなのという話を聞いていただき

たいなというふうに思います。公住の問題もですね、現状については、市の担当のほうも把握し

ています。施設がだんだんだんだん古くなると、維持管理コストがかかってくる。一方で、今、

８３の町内会があります。８５の町内会があるんですが、２つが休止中でありますので、活動し

てるのは８３の町内会で、それぞれに事情が違う。構成も違う。町内会の加入率も全体としては

下がっていますが、それぞれの町内会、８０％以上のところがあれば、５０％台のところもある。

あるいはそれ以下のところもあるという現状の中で、町内会に対する援助の在り方というのはど

ういうことが一番いいのかということを本当に今、内部でも、私自身も考えさせられるんですが、

非常にこれは難しい。公平性というものもですね、我々、市民の税金を使っておりますので、や

はり公平性をしっかり保ちながら、しかし、悩める町内会の運営について、その一助としていく

ためにはどのような方法が一番いいのかということについて、連町の中でも意見交換をしながら

進めていかなきゃいかんなって。１００％満足いくような対応は、多分、今の市の財政キャパ、

財政状況では難しいと思いますが、少しでもですね、町内会の運営に、先に明かりがつけるよう

な方法はないのかどうかということを今悩みながら、担当のほうでいろいろ考えている最中であ

りますので、また、具体的な御意見があれば、連町を通じてもいいですし、直接でも結構ですの

で、声を聞かせていただきたいなというふうに思います。 

    最後になりますけど、今の戸別収集の問題です。私が今一番心配しているのは人手、収集業者

さんの人手の確保の問題であります。現在も大変タイトであります。戸別収集、踏み込むことに

よってですね、コストも上がる。収集業者さんもですね、人の確保は難しくなる。１人当たりの

負担が増えていくという状況で、もう少し状況を見極めさせてもらいたいなというところが本音

であります。しかし、これまでのいきさつがありますので、来年度、０５３大作戦、ステージ５
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に取り組むことになります。その中でですね、収集の在り方についても一定の方向を出して、市

民の皆さんにお知らせをする。いずれはやっぱり、戸別収集がやっぱり市民の皆さんにとっても

いいんではないかというふうに今思いますが、それをやるには、やはり、収集業者さんがしっか

り前向きに、いいぞというような環境がなければできませんし、そのためには、もう少し財政状

況がよくなければですね、まあ、相当な負担増になってまいりますので、少し見極めながら、考

える時間をいただくかも分かりませんが、一定の方向は来年度中に出したいというふうに考えて

おりますので、見守っていただきたいなというふうに思います。 

    最後までお付き合いをいただきましたこと、心から御礼を申し上げまして、御挨拶に代えさせ

ていただきます。ありがとうございました。 

○司会 それでは、以上をもちまして、まちかどミーティング終了いたします。 

 本日はありがとうございました。 


